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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面に、表示画像及び該表示画像に関する操作に用いる操作用画像を表示させる表
示処理装置において、
　前記表示画面内に表示させている表示画像を縮小して表示させる第１表示処理手段と、
　前記表示画面内で、前記第１表示処理手段が縮小した表示画像を表示させていない非表
示領域の所定方向の長さを、前記操作用画像の前記所定方向の長さと比較する比較手段と
、
　前記第１表示処理手段が縮小した表示画像の外縁に沿って、又は前記第１表示処理手段
が縮小した表示画像の一部に重畳して、前記操作用画像を表示させる第２表示処理手段と
を備え、
　該第２表示処理手段は、前記比較手段の比較結果が前記操作用画像の方が短い場合に、
前記外縁に沿って表示させ、前記比較手段の比較結果が操作用画像の方が長い場合に、前
記一部に重畳して表示させるようにしてあることを特徴とする表示処理装置。
【請求項２】
　前記表示画面内に表示させている前記操作用画像の表示位置を記録する手段と、
　前記第１表示処理手段が表示画像を縮小する前の前記操作用画像の表示位置に基づいて
、前記第１表示処理手段が表示画像を縮小した後の前記操作用画像の表示位置を決定する
表示位置決定手段と
　を更に備え、



(2) JP 5269050 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

　前記第２表示処理手段は、前記表示位置決定手段が決定した表示位置に応じて前記操作
用画像を表示させるようにしてある
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示処理装置。
【請求項３】
　前記操作用画像は、複数であり、
　複数の前記操作用画像の配置を決定する手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示処理装置。
【請求項４】
　前記第１表示処理手段が前記表示画面内に表示させている表示画像の表示位置を変更し
て表示させる第３表示処理手段を更に備え、
　前記第２表示処理手段は、前記第３表示処理手段が表示位置を変更した表示画像の外縁
に沿って、又は前記第３表示処理手段が表示位置を変更した表示画像の一部に重畳して、
前記操作用画像を表示させるようにしてある
　ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の表示処理装置。
【請求項５】
　表示画面に、表示画像及び該表示画像に関する操作に用いる操作用画像を表示させる装
置の表示処理方法において、
　前記表示画面内に表示させている表示画像を縮小して表示させ、
　前記表示画面内で、縮小した表示画像を表示させていない非表示領域の所定方向の長さ
を、前記操作用画像の前記所定方向の長さと比較し、
　比較結果が前記操作用画像の方が短い場合に、縮小した表示画像の外縁に沿って、前記
操作用画像を表示させ、
　比較結果が操作用画像の方が長い場合に、縮小した表示画像の一部に重畳して、操作用
画像を表示させる
　ことを特徴とする表示処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、表示画面に、表示画像及び該表示画像に関する操作に用いる操作用画像を表示
させる表示処理装置、及び該表示処理装置を用いた表示処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、プリンタ、デジタル複合機等の画像を処理することが可能な装置が、会社内、
学校内、コンビニエンスストア内等の様々な場所に設置されている。この様な装置では、
例えば、出力の対象となる写真等の画像を、タッチパネル式の表示画面に表示し、表示内
容を視認したユーザの操作に基づいて、画像の加工、複写、印刷等の処理を実行する。
【０００３】
　しかしながら、例えば、コンビニエンスストア等の不特定多数の人物が出入りする環境
下に設置されたデジタル複合機の場合、ユーザが出力を所望する画像を表示画面に表示さ
せると、秘匿すべき内容を他人が容易に視認することができるという問題がある。
【０００４】
　このような状況を改善する方法として、タッチパネル式の表示画面に表示された画像を
他人から視認され難くすべく、ユーザが画像のサイズを変更して表示させるという方法が
考えられる。具体的には、タッチパネル式の表示画面に表示された画像を、縮小させたり
、縮小させた画像を移動させたりという方法である。このような方法は、例えば特許文献
１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－３１７３２４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された装置では、表示画面に表示された画像を縮小し
て表示した場合において、縮小表示した画像に対して操作する操作用の画像の位置につい
ては全く考慮されていない。具体的には、操作用の画像は、表示画面の右上に固定された
状態で表示されるため、例えば、縮小表示した画像と操作用の画像とが離れてしまうので
、操作を行いにくいという問題がある。
【０００７】
　また、縮小表示した画像を移動した場合、操作用の画像が固定されているため、移動前
後で、表示画像に対する操作用の画像の相対的な位置が異なるので、ユーザは操作を行い
にくいという問題がある。
【０００８】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、表示画像に対する操作性を向上さ
せる表示処理装置及び表示処理方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る表示処理装置は、表示画面に、表示画像及び該表示画像に関する操作に用
いる操作用画像を表示させる表示処理装置において、前記表示画面内に表示させている表
示画像を縮小して表示させる第１表示処理手段と、前記表示画面内で、前記第１表示処理
手段が縮小した表示画像を表示させていない非表示領域の所定方向の長さを、前記操作用
画像の前記所定方向の長さと比較する比較手段と、前記第１表示処理手段が縮小した表示
画像の外縁に沿って、又は前記第１表示処理手段が縮小した表示画像の一部に重畳して、
前記操作用画像を表示させる第２表示処理手段とを備え、該第２表示処理手段は、前記比
較手段の比較結果が前記操作用画像の方が短い場合に、前記外縁に沿って表示させ、前記
比較手段の比較結果が操作用画像の方が長い場合に、前記一部に重畳して表示させるよう
にしてあることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る表示処理装置では、表示画像の近傍に又は一部重畳して操作用画像を表示
させることができる。
　また、本発明に係る表示処理装置では、表示画像の縮小の程度に応じて操作用画像の配
置を決定することができる。
【００１１】
　本発明に係る表示処理装置は、前記表示画面内に表示させている前記操作用画像の表示
位置を記録する手段と、前記第１表示処理手段が表示画像を縮小する前の前記操作用画像
の表示位置に基づいて、前記第１表示処理手段が表示画像を縮小した後の前記操作用画像
の表示位置を決定する表示位置決定手段とを更に備え、前記第２表示処理手段は、前記表
示位置決定手段が決定した表示位置に応じて前記操作用画像を表示させるようにしてある
ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る表示処理装置では、例えば、表示画像の表示位置と操作用画像の表示位置
との相対的な位置関係を維持することができる。
【００１３】
　本発明に係る表示処理装置は、前記操作用画像は、複数であり、複数の前記操作用画像
の配置を決定する手段を更に備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る表示処理装置では、複数の操作用画像を二段階又はそれ以上に表示する等
、適宜配置を変更することができる。
【００１７】
　本発明に係る表示処理装置は、前記第１表示処理手段が前記表示画面内に表示させてい
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る表示画像の表示位置を変更して表示させる第３表示処理手段を更に備え、前記第２表示
処理手段は、前記第３表示処理手段が表示位置を変更した表示画像の外縁に沿って、又は
前記第３表示処理手段が表示位置を変更した表示画像の一部に重畳して、前記操作用画像
を表示させるようにしてあることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る表示処理装置では、縮小して表示させている表示画像の表示位置を変更し
、位置変更後の表示画像の近傍に又は一部重畳して操作用画像を表示させることができる
。
【００２１】
　本発明に係る表示処理方法は、表示画面に、表示画像及び該表示画像に関する操作に用
いる操作用画像を表示させる装置の表示処理方法において、前記表示画面内に表示させて
いる表示画像を縮小して表示させ、前記表示画面内で、縮小した表示画像を表示させてい
ない非表示領域の所定方向の長さを、前記操作用画像の前記所定方向の長さと比較し、比
較結果が前記操作用画像の方が短い場合に、縮小した表示画像の外縁に沿って、前記操作
用画像を表示させ、比較結果が操作用画像の方が長い場合に、縮小した表示画像の一部に
重畳して、操作用画像を表示させることを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る表示処理方法では、表示画像の近傍に又は一部重畳して操作用画像を表示
させることができる。
　また、本発明に係る表示処理装置では、表示画像の縮小の程度に応じて操作用画像の配
置を決定することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明では、表示画像の近傍に又は一部重畳して操作用画像を表示させることができる
ので、表示画像を視認しながらの操作性を向上させることが可能である等、優れた効果を
奏する。
【００２４】
　本発明では、例えば、表示画像の表示位置と操作用画像の表示位置との相対的な位置関
係を維持するように操作用画像の表示位置を決定することができる。これにより、表示画
像と操作用画像との位置関係を把握した上での操作性を向上させることが可能である等、
優れた効果を奏する。
【００２５】
　本発明では、複数の操作用画像を二段階又はそれ以上に表示する等、適宜配置を変更す
ることができるので、操作性を向上させることが可能である等、優れた効果を奏する。
【００２６】
　本発明では、表示画像の縮小の程度に応じて操作用画像の配置を決定することができる
ので、例えば表示画像の縮小率が小さく表示画面内で表示画像の占める領域が大きい場合
、表示画像に重畳して操作用画像が表示される。これにより、操作用画像の一部が画面を
はみ出し視認しにくくなる等の状況が起こり難く、操作性を向上させることが可能である
等、優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の表示処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の表示処理装置の機能構成例を示す機能ブロック図である。
【図３】本発明の表示処理装置の画像加工回路の構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図である
。
【図５】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図である
。
【図６】本発明の表示処理装置の表示処理の例を示すフローチャートである。
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【図７】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図である
。
【図８】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図である
。
【図９】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図である
。
【図１０】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図であ
る。
【図１１】本発明の表示処理装置の表示処理の例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図であ
る。
【図１３】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図であ
る。
【図１４】本発明の表示処理装置の表示処理の例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の表示処理装置の表示部の表示画面に表示された画像を示す説明図であ
る。
【図１６】本発明の表示処理装置の表示処理の例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
【００２９】
　図１は、本発明の表示処理装置のハードウェア構成例を示すブロック図である。図１中
１は、複写機、プリンタ、デジタル複合機、デジタルカメラ等の表示処理装置である。表
示処理装置１は、制御部１０、記録部１１、画像取得部１２、操作部１３及び表示部１４
を備えている。
【００３０】
　制御部１０は、装置全体を制御するＣＰＵ、各種制御回路等の機構である。
【００３１】
　記録部１１は、制御部１０により制御される各処理の用いられる情報を記録する各種メ
モリ等の機構である。
【００３２】
　画像取得部１２は、画像データを取得する機構である。例えば、外部の機器から画像デ
ータを受け付けるＬＡＮポート、ＵＳＢポート、記録媒体から画像データを読み取る光学
ドライブ、ＨＤＤ、フラッシュメモリスロット等の機構が画像取得部１２として機能する
。また、表示処理装置１が、複写機、デジタル複合機の場合、光学走査により画像を読み
取る画像読取部、またデジタルカメラの場合、ＣＣＤ等の撮像部が画像取得部１２として
機能する。
【００３３】
　操作部１３は、ユーザの操作を受け付けるタッチパネル等の機構であり、表示部１４は
、表示画面を備えた液晶パネル等の機構である。本発明では、操作部１３及び表示部１４
が一体となって両方の機能を備える液晶タッチパネルを用いた例について説明する。
【００３４】
　図２は、本発明の表示処理装置１の機能構成例を示す機能ブロック図である。記録部１
１は、画像取得部１２から受け付けた画像データを、制御部１０のメモリ制御回路１００
の制御に基づいて記録する。
【００３５】
　制御部１０の処理設定回路１０１は、操作部１３が受け付けたユーザの操作を、液晶タ
ッチパネル上の位置情報として受け付け、受け付けた位置情報を操作命令に変換して、制
御部１０の画像加工回路１０２へ渡す。処理設定回路１０１には、位置情報に対応付けて
操作命令が設定されている。即ち、処理設定回路１０１は、表示部１４の液晶パネルに表
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示された操作アイコン等の操作画像の表示位置と、操作命令とを対応付けて記録している
。
【００３６】
　画像加工回路１０２は、記録部１１に記録されている画像データを、操作命令に基づい
て加工し、加工した画像データに基づく表示用データを、制御部１０の表示信号処理回路
１０３へ渡す。
【００３７】
　表示信号処理回路１０３は、表示用データに基づく表示信号を表示部１４へ渡す。表示
部１４は、受け付けた表示信号に基づく画像を液晶タッチパネルに表示する。
【００３８】
　図３は、本発明の表示処理装置１の画像加工回路１０２の構成例を示すブロック図であ
る。画像加工回路１０２は、制御回路１０２０、バッファメモリ１０２１、画像サイズ変
換回路１０２２、第１表示位置変換回路１０２３、操作用画像メモリ１０２４、第２表示
位置変換回路１０２５、配置位置変換回路１０２６、及び合成回路１０２７を備えている
。
【００３９】
　制御回路１０２０は、画像加工回路１０２全体を制御する回路である。
【００４０】
　バッファメモリ１０２１は、記録部１１から受け付けた画像データを一時的に記録する
メモリである。
【００４１】
　画像サイズ変換回路１０２２は、バッファメモリ１０２１に記録した画像データのサイ
ズを変換する回路である。なお、ここで画像データのサイズとは、画像データに基づいて
表示部１４の表示画面に表示する表示画像の大きさ、例えば表示画像が長方形の場合は対
角線の長さを示す。
【００４２】
　第１表示位置変換回路１０２３は、画像データに基づいて表示部１４の表示画面に表示
する表示画像の位置の変換、即ち表示画像の移動処理を行う回路である。
【００４３】
　操作用画像メモリ１０２４は、表示部１４の表示画面に、表示画像に関する操作に用い
る操作用画像を表示させる操作用画像データを記録するメモリである。表示画像に関する
操作とは、他の表示画像を表示させる操作、表示画像に対する拡大、縮小、移動等の操作
である。
【００４４】
　第２表示位置変換回路１０２５は、操作用画像データに基づいて表示部１４の表示画面
に表示する操作用画像の位置の変換、即ち操作用画像の移動処理を行う回路である。
【００４５】
　配置位置変換回路１０２６は、操作用画像データに基づいて表示部１４の表示画面に表
示する複数の操作用画像の配置の変換を行う回路である。
【００４６】
　合成回路１０２７は、画像データ及び操作用画像データを合成し、表示部１４の表示部
に画像を表示させるための表示用データを生成し、生成した表示用データを、表示信号処
理回路１０３へ渡す回路である。
【００４７】
　次に、本発明の表示処理装置１による表示処理について具体例を挙げて説明する。
【００４８】
（実施例１）
　図４は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画面に表示された画像を示す説明
図である。図４は、以降で説明する処理の基となる基本的な表示内容を示している。図４
Ａは、画像データに基づく表示画像を表示画面全体に表示した状態を示している。図４Ａ
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の太線は、表示画面の表示領域の外枠を示しており、以降の説明では、当該外枠に囲まれ
た範囲、即ち表示領域の全体を第１領域と呼ぶ。図４Ｂは、図４Ａに表示した表示画像を
縮小して表示させた状態を示している。以降の説明では、縮小した表示画像を表示させて
いる範囲を第２領域と呼ぶ。図４Ｂにおいて、斜線で示している領域は、第１領域内で表
示画像を表示させていない画像非表示の領域である。以降の説明では、便宜上、第１領域
内であって、表示画像を表示させた第２領域以外の領域を画像非表示領域と呼ぶものとす
るが、実装時においては、背景画像、その他別の画像を表示するようにしても良い。なお
、図４では、第１領域内に表示画像のみを表示させている状態を示しているが、本願では
、後述するように、表示画像と共に操作用画像も表示させる。
【００４９】
　図５は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画面に表示された画像を示す説明
図である。図５Ａは、表示画面全体に表示画像を表示し、かつ、表示画像に重畳して操作
用画像を表示した状態を示している。図５Ａにおいて、「前」、「次」、「選択」、「拡
大／縮小」、「移動」等の文字を示したアイコン画像が操作用画像であり、表示画面内の
右側上方に表示されている。「前」及び「次」は、表示されている表示画像とは異なる表
示画像を表示させる操作を入力するためのアイコン画像である。「選択」は、表示されて
いる表示画像を操作対象として選択する操作を入力するためのアイコン画像である。「拡
大／縮小」は、表示画像の表示サイズを拡大又は縮小させる操作を入力するためのアイコ
ン画像である。「移動」は、表示画像の表示位置を変更させる操作を入力するためのアイ
コン画像である。
【００５０】
　図５Ａに示す状態において、操作用画像が表示されている第１領域内での位置を示す位
置情報、及び操作用画像の種類を示す種類情報は、処理設定回路１０１に記録されている
。図５Ａに示す状態から、ユーザは、操作用画像の「前」又は「次」に触れることにより
、表示する表示画像を切り替え、操作対象とする表示画像を第１領域に表示させる。そし
て、ユーザは、操作対象として所望する表示画像を第１領域に表示させ、操作用画像の「
選択」に触れることにより、操作対象とする表示画像が決定する。次に、ユーザは、操作
用画像の「拡大／縮小」に触れ、第２領域とする２つの対角点を指定する。図５Ａでは、
ユーザが対角点として指定した箇所を、「○」印を付して示している。対角点として指定
された第１領域上の座標位置を示す座標位置情報は、処理設定回路１０１へ伝達される。
【００５１】
　図５Ｂは、表示画像を縮小表示した状態を示している。ユーザの操作を受け付けた表示
処理装置１は、画像加工回路１０２にて、第１領域の画像を縮小し、第２領域に表示する
処理を実行し、図５Ｂに示す画像を表示部１４の表示画面に表示する。なお、第２領域に
表示された表示画像の右近傍に、表示画像の右外縁に沿って、操作用画像が表示される。
操作用画像は、第１領域内で、かつ、第２領域外に表示されることになる。操作用画像の
表示位置は、表示画像を縮小する前の操作用画像の表示位置を示す位置情報と、縮小後の
表示画像の座標位置を示す座標位置情報とに基づいて決定される。そして、表示画像を縮
小後の操作用画像の新たな位置情報は、処理設定回路１０１へ伝達され、表示画像の座標
位置情報と共に管理される。
【００５２】
　図６は、本発明の表示処理装置１の表示処理の例を示すフローチャートである。図６は
、図５を用いて説明した操作を行った場合の表示処理装置１の処理を示している。表示処
理装置１は、制御部１０の制御により、表示部１４の表示画面全体に表示画像を表示し、
かつ、表示画像に重畳して操作用画像を表示する（Ｓ１０１）。ステップＳ１０１では、
図５Ａに示した状態で表示画像及び操作用画像が表示される。この段階において、操作用
画像の第１領域内での位置を示す位置情報は、処理設定回路１０１に記録されている。
【００５３】
　ここで、ユーザは、表示画像を縮小させる操作を行う。表示処理装置１は、操作部１３
から操作を受け付ける（Ｓ１０２）。ステップＳ１０２において、表示処理装置１は、縮
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小後の表示画像の対角点とすべき座標位置を示す座標位置情報を受け付ける。
【００５４】
　表示処理装置１は、受け付けた座標位置情報、及び表示画像の縮小前の操作用画像の表
示位置を示す位置情報に基づいて、表示画像の縮小後の操作用画像の表示位置を決定する
（Ｓ１０３）。ステップＳ１０３では、例えば、表示画像と操作用画像との相対的な位置
関係を維持し、かつ、表示画像の外縁に沿った位置に操作用画像が表示されるように決定
される。
【００５５】
　表示処理装置１は、受け付けた操作に基づいて、表示部１４の表示画面内に表示させて
いる表示画像を縮小して表示し（Ｓ１０４）、縮小した表示画像の近傍に、表示画像の外
縁に沿って、操作用画像を表示させる（Ｓ１０５）。ステップＳ１０５では、ステップＳ
１０３にて決定した位置に操作用画像が表示される。ステップＳ１０４及びＳ１０５の処
理により、図５Ｂに示す状態の画像が表示される。
【００５６】
　このように、表示画像を縮小することにより、表示画面に表示された画像を他人から視
認され難くしながらも、縮小した表示画像の外縁に沿って操作用画像を表示させることに
より、操作性を低下させることがない。
【００５７】
　図７～図９は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画面に表示された画像を示
す説明図である。図５では、表示画面内の右側上方に表示されている操作用画像を、縮小
後の表示画像の右側に表示させる形態を示したが、図７～９に示すように他の位置につい
ても同様の処理を行うことができる。
【００５８】
　図７Ａは、表示画面全体に表示画像を表示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を
表示した状態を示している。図７Ａに示す例では、操作用画像は、表示画面内の左側上方
に表示されている。図７Ｂは、図７Ａに示す状態から、表示画像を縮小した状態である。
図７Ｂに示すように、操作用画像は、第２領域に表示された表示画像の左近傍に、表示画
像の左外縁に沿って表示されている。操作用画像は、第１領域内で、かつ、第２領域外に
表示されている。また、複数の操作用画像夫々の配置も、表示画像の縮小前後で維持され
ている。
【００５９】
　図８Ａは、表示画面全体に表示画像を表示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を
表示した状態を示している。図８Ａに示す例では、操作用画像は、表示画面内の上方に表
示されている。図８Ｂは、図８Ａに示す状態から、表示画像を縮小した状態である。図８
Ｂに示すように、操作用画像は、第２領域に表示された表示画像の上近傍に、表示画像の
上外縁に沿って表示されている。操作用画像は、第１領域内で、かつ、第２領域外に表示
されている。また、複数の操作用画像夫々の配置も、表示画像の縮小前後で維持されてい
る。
【００６０】
　図９Ａは、表示画面全体に表示画像を表示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を
表示した状態を示している。図９Ａに示す例では、操作用画像は、表示画面内の下方に表
示されている。図９Ｂは、図９Ａに示す状態から、表示画像を縮小した状態である。図９
Ｂに示すように、操作用画像は、第２領域に表示された表示画像の下近傍に、表示画像の
下外縁に沿って表示されている。操作用画像は、第１領域内で、かつ、第２領域外に表示
されている。また、複数の操作用画像夫々の配置も、表示画像の縮小前後で維持されてい
る。
【００６１】
（実施例２）
　実施例２は、複数のアイコン画像として構成される操作用画像について、表示画像の縮
小時に配置を変更する実施例である。図１０は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の
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表示画面に表示された画像を示す説明図である。図１０Ａは、表示画面全体に表示画像を
表示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を表示した状態を示している。図１０Ａで
は、５種類の操作用画像を横一列に並べた配置で表示している。図１０Ｂは、図１０Ａに
示す状態から、表示画像を縮小した状態である。図１０Ｂに示すように、複数の操作用画
像は、横一列ではなく、二段になるように配置を替えて、表示画像の上近傍に、表示画像
の上外縁に沿って表示されている。
【００６２】
　図１１は、本発明の表示処理装置１の表示処理の例を示すフローチャートである。図１
１は、図１０を用いて説明した操作を行った場合の表示処理装置１の処理を示している。
表示処理装置１は、制御部１０の制御により、表示部１４の表示画面全体に表示画像を表
示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を表示する（Ｓ２０１）。ステップＳ２０１
では、図１０Ａとして示した状態で表示画像及び操作用画像が表示される。この段階にお
いて、操作用画像の第１領域内での位置を示す位置情報は、処理設定回路１０１に記録さ
れている。
【００６３】
　ここで、ユーザは、表示画像を縮小させる操作を行う。表示処理装置１は、操作部１３
から操作を受け付ける（Ｓ２０２）。ステップＳ２０２において、表示処理装置１は、縮
小後の表示画像の対角点とすべき座標位置を示す座標位置情報を受け付ける。
【００６４】
　表示処理装置１は、受け付けた座標位置情報、及び表示画像の縮小前の操作用画像の表
示位置を示す位置情報に基づいて、表示画像の縮小後の操作用画像の表示位置、及び複数
の操作用画像の配置を決定する（Ｓ２０３）。ステップＳ２０３では、例えば、操作用画
像を一列に並べた場合の縦横の長さと画像非表示領域の縦横の長さとを比較することによ
り、一列に並べることの適否を判定し、必要に応じて二段表示、二列表示等の配置を決定
する。なお、三段以上に配置する等、配置方法は適宜決定することが可能である。
【００６５】
　表示処理装置１は、受け付けた操作に基づいて、表示部１４の表示画面内に表示させて
いる表示画像を縮小して表示し（Ｓ２０４）、縮小した表示画像の近傍に、表示画像の外
縁に沿って、操作用画像を表示させる（Ｓ２０５）。ステップＳ２０４及びＳ２０５の処
理により、図１０Ｂに示す状態の画像が表示される。
【００６６】
（実施例３）
　実施例３は、操作用画像を、第２領域の外に配置するのではなく、第２領域の一部に重
畳して配置する実施例である。図１２は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画
面に表示された画像を示す説明図である。図１２Ａは、表示画面に表示画像を表示し、か
つ、表示画像に重畳して操作用画像を表示した状態を示している。図１２Ｂは、図１２Ａ
に示す状態から、表示画像を縮小した状態である。図１２Ｂに示す例では、操作用画像は
、表示画像の右側に、表示画像の一部に、操作用画像の一部を重畳する配置で表示されて
いる。即ち、操作用画像は、第１領域内で、かつ、第２領域の境界線上に跨った位置に表
示されている。
【００６７】
　図１３は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画面に表示された画像を示す説
明図である。図１３Ａは、表示画面に表示画像を表示し、かつ、表示画像に重畳して操作
用画像を表示した状態を示している。図１３Ｂは、図１３Ａに示す状態から、表示画像を
縮小した状態である。図１３Ｂに示す例では、操作用画像は、表示画像の右側に、表示画
像の一部に、操作用画像全部を重畳する配置で表示されている。即ち、操作用画像は、第
１領域内で、かつ、第２領域内の位置に表示されている。
【００６８】
　表示画像に対する操作用画像の表示位置をどの様にして決定するかは、適宜設定するこ
とが可能である。図１３に示す例では、長方形である第１領域及び第２領域の対応する辺
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が平行になるように配置されている例であり、第１領域の外枠と、第２領域の外縁との間
、即ち画像非表示領域の横方向の長さが、操作用画像の横方向の長さより、短い場合に、
表示画像に操作用画像を重畳して表示する。
【００６９】
　図１４は、本発明の表示処理装置１の表示処理の例を示すフローチャートである。図１
４は、図１３を用いて説明した操作を行った場合の表示処理装置１の処理を示している。
表示処理装置１は、制御部１０の制御により、表示部１４の表示画面全体に表示画像を表
示し、かつ、表示画像に重畳して操作用画像を表示する（Ｓ３０１）。ステップＳ３０１
では、図１３Ａとして示した状態で表示画像及び操作用画像が表示される。この段階にお
いて、操作用画像の第１領域内での位置を示す位置情報は、処理設定回路１０１に記録さ
れている。
【００７０】
　ここで、ユーザは、表示画像を縮小させる操作を行う。表示処理装置１は、操作部１３
から操作を受け付ける（Ｓ３０２）。ステップＳ３０２において、表示処理装置１は、縮
小後の表示画像の対角点とすべき座標位置を示す座標位置情報を受け付ける。
【００７１】
　表示処理装置１は、受け付けた座標位置情報、及び表示画像の縮小前の操作用画像の表
示位置を示す位置情報に基づいて、表示画像の縮小後に操作用画像を表示すべき表示位置
を決定する（Ｓ３０３）。
【００７２】
　表示処理装置１は、操作用画像を表示すべき表示位置付近の画像非表示領域の所定方向
の長さを、操作用画像の所定方向の長さと比較する（Ｓ３０４）。ステップＳ３０４にお
いて、図１３に示す例において、所定方向の長さとは、長方形をなす第１領域の横方向で
ある。即ち、画像非表示領域の幅と、操作用画像の幅とを比較する。
【００７３】
　表示処理装置１は、ステップＳ３０４の比較結果に基づいて、操作用画像の表示位置を
決定する（Ｓ３０５）。ステップＳ３０５では、操作用画像の所定方向の長さの方が短い
場合に、表示画像の外縁に沿って操作用画像を表示させ、操作用画像の方が長い場合に、
表示画像の一部に、操作用画像の一部又は全部を表示させるように表示位置を決定する。
【００７４】
　そして、表示処理装置１は、受け付けた操作に基づいて、表示部１４の表示画面内に表
示させている表示画像を縮小して表示し（Ｓ３０６）、縮小した表示画像の近傍に、又は
表示画像の一部に重畳して、操作用画像を表示させる（Ｓ３０７）。ステップＳ３０７で
は、ステップＳ３０５にて決定した結果に基づく表示方法にて操作用画像が表示される。
そして、ステップＳ３０６及びＳ３０７の処理により、図１３Ｂに示す状態の画像が表示
される。
【００７５】
（実施例４）
　本発明の表示処理装置１における他の実施例として、縮小した表示画像を移動した場合
の例について説明する。図１５は、本発明の表示処理装置１の表示部１４の表示画面に表
示された画像を示す説明図である。図１５Ａは、表示画面の一部に、第２領域として縮小
した表示画像を表示し、かつ、操作用画像を、第２領域に表示された表示画像の右近傍に
、表示画像の右外縁に沿って表示している。
【００７６】
　図１５Ａに示す状態から、ユーザは、表示画像の一部に触れ、移動先となる第１領域上
の任意の位置を指定する。図１５では、ユーザが触れた表示画像の右上の頂点に触れた後
、移動先となる位置に触れた状態を示しており、ユーザが触れた表示画像の一部に「○」
印を付し、移動先として触れた位置に「◎」印を付して示している。ユーザが触れた位置
は、移動対象及び移動先の座標位置を座標位置情報として、処理設定回路１０１へ伝達さ
れる。
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【００７７】
　図１５Ｂは、表示画像を移動した状態を示している。表示画像の移動に伴い、操作用画
像も移動している。その結果、操作用画像は、移動後の表示画像の右近傍に、表示画像の
右外縁に沿って表示されている。
【００７８】
　図１６は、本発明の表示処理装置１の表示処理の例を示すフローチャートである。図１
６は、図１５を用いて説明した操作を行った場合の表示処理装置１の処理を示している。
表示処理装置１は、制御部１０の制御により、表示部１４の表示画面の一部に縮小した表
示画像を表示し、かつ、表示画像の近傍に、表示画像の外縁に沿って、操作用画像を表示
する（Ｓ４０１）。ステップＳ４０１では、図１５Ａとして示した状態で表示画像及び操
作用画像が表示される。
【００７９】
　ここで、ユーザは、表示画像を移動させる操作を行う。表示処理装置１は、操作部１３
から操作を受け付ける（Ｓ４０２）。ステップＳ４０２において、表示処理装置１は、移
動対象となる表示画像及び移動先の座標位置を示す座標位置情報を受け付ける。
【００８０】
　表示処理装置１は、受け付けた座標位置情報、及び表示画像の移動前の操作用画像の表
示位置を示す位置情報に基づいて、表示画像の移動後の操作用画像の表示位置を決定する
（Ｓ４０３）。ステップＳ４０３では、例えば、表示画像と操作用画像との相対的な位置
関係を維持し、かつ、表示画像の外縁に沿った位置に操作用画像が表示されるように決定
される。
【００８１】
　表示処理装置１は、受け付けた操作に基づいて、表示部１４の表示画面内に表示させて
いる表示画像を移動させて表示し（Ｓ４０４）、移動した表示画像の近傍に、表示画像の
外縁に沿って、操作用画像を表示させる（Ｓ４０５）。ステップＳ４０５では、ステップ
Ｓ４０３にて決定した位置に操作用画像が表示される。ステップＳ４０４及びＳ４０５の
処理により、図１５Ｂに示す状態の画像が表示される。
【００８２】
　前記実施の形態は、本願の無数に存在する形態の一部を例示したに過ぎず、各種ハード
ウェアの構成、処理の手順、その他の条件の設定は、目的、用途等に応じて適宜設計する
ことが可能である。例えば、縮小した表示画像を拡大する場合に本願の処理を適用するこ
とも可能である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　表示処理装置
　１０　制御部
　１１　記録部
　１２　画像取得部
　１３　操作部
　１４　表示部
　１００　メモリ制御回路
　１０１　処理設定回路
　１０２　画像加工回路
　１０３　表示信号処理回路
　１０２０　制御回路
　１０２１　バッファメモリ
　１０２２　画像サイズ変換回路
　１０２３　第１表示位置変換回路
　１０２４　操作用画像メモリ
　１０２５　第２表示位置変換回路
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　１０２６　配置位置変換回路
　１０２６　合成回路

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】
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